
芦屋市健康増進・食育推進計画の策定・見直しの経過について

第１次 第２次 第３次

時期 平成２１年７月 平成２５年３月 平成３０年３月

期間 平成２１年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２９年度 平成３０年度 令和４年度

構成 健康増進計画

⇒すこやか親子２１計画

 妊娠・出産期，乳幼児期，少年・思春期

（０ １８歳）

 いきいき暮らす元気計画

青年期，壮年期，高年期（１９歳 ）

食育推進計画

健康増進計画

食育推進計画

母子保健計画

健康増進計画

食育推進計画

自殺対策計画

取 り

組 み

の 柱

すこやか親子２１計画

・食生活と健康

・母とこどもの健康の確保

・こどものこころのやすらかな発達の促進

・思春期保健対策の充実

・小児医療の充実

いきいき暮らす元気計画

・健康を維持する正しい食習慣の確立と実

践

・運動習慣の確立と実践

・こころの健康と安心の確保

・禁煙と適正飲酒の推進

・健康管理の支援

食育推進計画

・健康を維持する食習慣の確立と実践

・食文化の継承

・食の選択力を養う

・食育推進の取り組み

健康増進計画

Ⅰ親と子の健康づくりの推進

(1) 母とこどもの健康の確保
(2) 小児医療・思春期保健対策の強化
Ⅱ生活習慣病予防対策の推進

(1) 運動習慣の確立と実践
(2) 禁煙と適正飲酒の推進
(3) こころの健康
(4) 歯及び口腔の健康づくり
Ⅲ一人ひとりの健康管理の支援

(1) がん・循環器疾患・糖尿病・COPD の
対策

食育推進計画

Ⅳ健全な食生活の推進

(1) 健康を維持する食習慣の確立と実践
(2) 食文化の継承
(3) 食品に関する正しい知識の普及
(4) 食育推進の取組

母子保健計画

基本目標Ⅰ

親と子の健康づくりの推進

(1) 安心安全な妊娠・出産への保健対策の
推進

(2) 健やかな成長を見守り育む保健対策の
推進

健康増進計画

基本目標Ⅱ

健康寿命延伸に向けた健康づくりの推進

(1) 運動習慣の確立と実践
(2) 禁煙と適正飲酒の推進
(3) こころの健康
(4) 歯及び口腔の健康づくり
基本目標Ⅲ

主体的な健康管理の推進

(1) 生活習慣病予防等の対策と健康寿命延
伸の取り組み

食育推進計画

基本目標Ⅳ

健全な食生活の推進

(1) 健康を維持する食習慣の確立と実践
(2) 食の安心安全への取り組み
(3) 食育の推進と連携

評価

方法

アンケート調査

対象：２０歳以上の市民 ３，０００人

期間：平成２４年５月

回収率：１，３４８通（４４．９%）
報告書：平成２４年１１月

アンケート調査

対象：２０歳以上の市民 ３，０００人

期間：平成２９年５月 ６月

回収率：１，３７１通（４５．７%）
報告書：平成２９年７月

関係各課への事業評価の照会

（５年分の事業評価）

【市民生活部】 

市民参画課・経済課・保険医療助成課・

児童センター・環境課

【福祉部】 

障害福祉課・高年福祉課

【こども・健康部】 

こども課・健康課

【都市建設部】 

防災安全課

【教育委員会】 

学校教育課・スポーツ青少年課

【市立芦屋病院】

【兵庫県芦屋健康福祉事務所】

関係各課への事業評価の照会

（５年分の事業評価）

【市民生活部】 

地域経済振興課・保険課・環境課

【福祉部】 

地域福祉課・障害福祉課・高齢介護課

【こども・健康部】 

子育て推進課・健康課

【都市建設部】 

防災安全課

【教育委員会】 

学校教育課・スポーツ推進課

【市立芦屋病院】

【兵庫県芦屋健康福祉事務所】

資料２


